
                             
仕   様   書 

 
 
１ 件 名   令和６年度ガソリンの購入 

 

２ 期 間   令和６年４月１日から令和７年３月31日まで 

 

３ 品名・規格   レギュラーガソリン ＪＩＳ（Ｋ2202-２号） 

 

４ 予 定 数 量   45,300リットル（別紙１のとおり） 

※予定数量についてはあくまで見込みであり、最低発注数量を保証するもの

ではない。 

 

５ 納 入 場 所   店頭 

 

６ 発 注 方 法   乙が、発行する系統メーカーの給油カード（クレジット機能のないもの）に

より店頭にて行うものとする。 

また、給油カードの車両番号欄には車両ナンバーを記載することとする。車

両ナンバーに変更があった場合には、甲は直ちに乙に通知し、乙は給油カー

ドを再発行するものとする。 

なお、カード発行に係る経費は乙の負担とする。 

（別紙２のとおり） 

 

７ 納入期限等   発注の都度、納入するものとし、納品書等を発行するものとする。 

 

８ 請 求 方 法   検査職員の検査に合格した場合は、月毎に取りまとめ、納入した数量に売買

（単価）契約書に定める契約単価を乗じて得た金額の合計（円未満を切り捨て

た額）に、消費税及び地方消費税に定める消費税法及び地方消費税の税率を乗

じた額に相当する額（円未満を切り捨てた額）を加算し請求することとする。 

           なお、令和７年３月分については令和７年４月21日までに請求することとす

る。 

 

９ 契約単価  

（財）日本エネルギー経済研究所石油情報センターが発表する「給油所石油製品小売市況調査（毎

月３回目調査分）」北海道局価格（以下「市場価格」という。）の令和６年２月分調査価格から落

札価格を差し引いた額を値引き額とし、毎月、前月分市場価格から値引き額を差し引いた額を契約

単価とする。 

  また、契約単価については前月末日までに書面にて北海道農政事務所会計課の担当者へ提出する。 

 



別紙１

令和６年度（2024年度）ガソリン予定数量

（単位：㍑）
令和５年度 令和６年度

実績（見込含む） 予定数量

本所 14,595.08 14,600.00

レンタカー 2,302.54 2,300.00

白石庁舎 6,743.21 6,700.00

函館地域拠点 3,402.19 3,400.00

旭川地域拠点 8,127.91 8,100.00

釧路地域拠点 3,548.03 3,500.00

帯広地域拠点 3,713.47 3,700.00

北見地域拠点 3,042.59 3,000.00

計 45,475.02 45,300.00



別紙２

北海道農政事務所　令和６年度車両ナンバー

計

計

計

計

計

計

計

旭川400そ9558

旭川400そ9561

北見地域拠点 ６枚

北見地域拠点

未定

旭川400た5443

旭川400た5444

旭川地域拠点 14枚

旭川400そ3528

旭川400そ3529

旭川400ち541

旭川500め9296

未定

旭川地域拠点
旭川400そ5628

旭川400そ5629

旭川400た5445

旭川400た5446

旭川400そ9557

札幌400む1364

未定

函館地域拠点 ６枚

白石庁舎 11枚

函館400せ1319

函館400す9200

函館400す7080
函館地域拠点

函館400す7081

函館500の9125

札幌400ひ7012 帯広地域拠点

白石庁舎

未定

７枚

札幌400ひ7013 北見400せ438

札幌400ひ7903 北見400す6637

札幌400ひ7928

札幌400の3275

北見400す6651

札幌400の3276

北見400す5773

札幌400ひ7893

北見500な9111

本所 12枚

帯広400せ9986

札幌400ま95

帯広400そ2515

帯広500す3046

札幌503め1380 帯広400せ4565

札幌503の7839 帯広400せ8853

帯広地域拠点

未定札幌400ふ4324

札幌400ま6719 釧路地域拠点 ７枚

札幌400ね6705 帯広400せ7522

釧路400す8944

札幌400ま7357 釧路500の2067

札幌400ま6629 未定

場所 車両ナンバー 場所 車両ナンバー

札幌400ふ4323

釧路地域拠点

釧路400せ4550

札幌400ひ7821 釧路400せ2259

本所

未定

札幌400ひ7802 釧路400せ9

札幌400ひ7820 釧路400せ10

札幌400ま7356



参考資料：契約単価の考え方

仕様書９

　（財）日本エネルギー経済研究所石油情報センターが発表する「給油所石油製品小売市況調査

（３回目調査分）」北海道局価格（以下「市場価格」という。）の令和６年２月分調査価格から

落札価格を差し引いた額を値引き額とし、毎月、前月分市場価格から値引き額を差し引いた額を

契約単価とする。また、契約単価については前月末日までに書面にて北海道農政事務所会計課担

当者へ提出する。

【参考例】

石油情報センター価格

２月価格 160.5 ① ２月３回目調査分の公表単価が160.5円と仮定

落札価格 した場合、最低入札が159.0円で落札された場

２月入札 159.0 ② 合は月々の値引き額が1.5円となる。

値引き額（差額） 1.5 ③=①－②

この場合、毎月の契約単価は以下のとおりとなる。

契約単価 石油情報センター価格（仮定）

４月単価 168.5 =170.0-1.5 ３月単価 170.0

５月単価 169.0 =170.5-1.5 ４月単価 170.5

６月単価 169.7 =171.2-1.5 ５月単価 171.2

７月単価 165.2 =166.7-1.5 ６月単価 166.7

８月単価 163.5 =165.0-1.5 ７月単価 165.0

９月単価 166.8 =168.3-1.5 ８月単価 168.3

10月単価 167.5 =169.0-1.5 ９月単価 169.0

11月単価 162.9 =164.4-1.5 10月単価 164.4

12月単価 161.5 =163.0-1.5 11月単価 163.0

１月単価 159.4 =160.9-1.5 12月単価 160.9

２月単価 158.3 =159.8-1.5 １月単価 159.8

３月単価 158.1 =159.6-1.5 ２月単価 159.6




